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【現状】 

謝金、委託料 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100％ 

臨床試験研究経費、治験薬管理経費、人件費 

間接経費： 初期費用３０％ 出来高７０％ 

管理費10％ 

技術料、機械損料、建物使用料等30％ を含む  
出来高７０％を契約症例数で均等分割 

（下記は１０例を例示） 

↓ 

謝金、委託料 

10 20 30％ 1例 2例 3例 4例 5例 6例 7例 8例 9例 10例 

臨床試験研究経費、治験薬管理経費、人件費 

間接経費： 初期費用３０％ 出来高７０％ 

管理費10％ 

 技術料、機械損料、建物使用料等30％ を含む 

 

 

 

 

 

【平成25年度以降 出来高Visit分割請求】 

  

〔固定経費〕 謝金、委託料 固定経費は全額を初期費用として請求にする。 

〔症例経費〕臨床試験研究経費、治験薬管理経費、人件費 10 20 30％ 1 2 3 4                                     

間接経費： 初期費用３０％ 出来高７０％ 

治験事務局管理費（現 管理費）20％ ↑ 

 施設管理費（現 技術料等）30％   を含む  

各症例について更に治験薬投与に至ってからのVisit数で均等分割（上記は４Visitを例示） 

⇒ 症例経費はVisitに到達した分のみを適時請求 

※同意後、投与開始前脱落症例については、別途費用を請求する。 

 

 

 

 



 

 

＜請求の例＞ 

 

 

ある月に２例がVisit１に到達して請求 

Visit１を請求   Visit１を請求 

 

 
                                          

初期費用３０％ （出来高７０％÷１０例÷４Visit）×２〔薄緑〕を請求 

       ↓ 

その２か月後に１例目はVisit２に到達、2例目はVisit１で中止、3例目がVisit１に到達して請求 

Visit２を請求   新たな請求なし  Visit１を請求 

 

 
       中止                                 

初期費用３０％ （出来高７０％÷１０例÷６Visit）×２〔濃緑〕を請求 

 


